
 第６号議案 

 

 

亀岡市立亀岡中学校校舎棟耐震補強並びに大規模 

改修工事（建築）請負契約の変更について 

 

 平成２３年６月２０日関西・アサヒ特定建設工事共同企業体との

間に締結した亀岡市立亀岡中学校校舎棟耐震補強並びに大規模改修

工事（建築）請負契約について、下記のとおり契約内容を変更する

ため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（昭和３９年亀岡市条例第１号）第２条の規定により、議会の

議決を求める。 

 

   平成２４年９月４日提出 

 

             亀 岡 市 長  栗 山 正  

 

 

記 

 

 

  契約金額  変更前  金６８９，８５０，０００円 

        変更後  金７３６，９７５，０５０円 
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亀岡市立亀岡中学校校舎棟耐震補強並びに大規模 

改修工事（建築）請負契約の変更について 

 

 

 平成２３年６月２０日関西・アサヒ特定建設工事共同企業体との

間に締結した亀岡市立亀岡中学校校舎棟耐震補強並びに大規模改修

工事（建築）請負契約について、下記のとおり契約内容を変更する

こと。 

 

  契約金額  変更前  金６８９，８５０，０００円 

 

        変更後  金７３６，９７５，０５０円 

 

 工事変更概要 

 

 耐震補強工事を進めるにあたり、既存の躯体に下地調整を要す

る箇所があることから、位置・程度・規模に応じた補修を行うこ

とによる変更等。 
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工 事 請 負 変 更 仮 契 約 書 

 

１ 工 事 番 号  ２３教第４号 

２ 工 事 名  亀岡市立亀岡中学校校舎棟耐震補強並びに大規模

改修工事（建築） 

３ 工 事 場 所  亀岡市内丸町地内 

 

平成２３年６月２０日に締結した上記工事請負契約を下記のとおり変更

する。 

 

４ 請 負 金 額 増 額  ￥４７，１２５，０５０― 

   うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ￥２，２４４，０５０― 

「取引に係る消費税及び地方消費税額」は、消費税法第２８条第１項及

び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定に

より算出したもので、請負代金増減額に１０５分の５を乗じて得た額で

ある。 

 

 上記契約の証として、本書２通を作成し当事者記名押印のうえ、各自１通を

保有する。 

 この契約書は、発注者がこの契約について、亀岡市議会の議決を得たときに、

本契約書として効力を発生するものである。 

 

  平成２４年 ８ 月２０日 

 

   発注者        京都府亀岡市安町野々神８番地 

               亀岡市長   栗 山 正     □印  

 

              関西・アサヒ特定建設工事共同企業体 

              代表者 

   受注者 住    所 京都府亀岡市北古世町２丁目１番５号 

       商号又は名称  関西開発株式会社 

       代 表 者 名  代表取締役  関 口   寛    ㊞ 

              構成員 

       住    所 京都府亀岡市千代川町小川２丁目１番１８号 

       商号又は名称  株式会社アサヒ 

       代 表 者 名  代表取締役  岩 本 茂 熙    ㊞ 

写 


